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練馬区環境方針

（基本理念）

練馬区は、みどり豊かな環境にやさしいまちをつくるために、みどりと水辺を

保全し、自然や生き物と共生できる環境の創出を目指します。また、大量生産、

大量消費、大量廃棄型の社会経済システムと生活様式を見直し、ごみの発生抑制

やリサイクルの推進を通じて循環型社会を形成し、足元から地球環境の保全に

貢献します。

このかけがえのない練馬区の環境を次の世代へと引き継いでいくためには、

区民、事業者、区が連携して、環境を大切にする文化を育むとともに、環境を

保全するための仕組みをつくることが、何よりも大切です。

そのために、区は、以下の基本方針に則り、環境基本条例や環境基本計画に

基づく施策を率先して推進します。

（基本方針）

１ 率先して環境への負荷を減らします。

⑴ 区政の効率化に努め、事務事業に伴う環境への負荷を低減します。

⑵ 環境法令を順守し、環境汚染の未然防止に努めます。

⑶ 区は、環境目的および目標を設定し、組織の全員が環境マネジメントシス

テムを推進するとともに、常に見直しを行い、継続的な改善に努めます。

２ みどりと共生できる生活都市を推進します。

⑴ みどりと水に恵まれた、美しいまちをつくります。

⑵ 環境汚染から区民の健康と生活環境を守ります。

⑶ 地球環境保全のための足元からの行動を広げます。

３ 区民・事業者・区が連携した環境保全活動を推進します。
⑴ 環境にやさしいこころを育み、環境にやさしい仕組みをつくります。

⑵ それぞれの役割や連携のあり方、取り組むべきことを明らかにし、環境

保全を推進します。

⑶ 区の環境方針および環境マネジメントシステムによる成果は区職員全員に

周知徹底するとともに区民・事業者を始め広く一般に公表します。 
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※ 車線とは、１縦列の自動車が安全かつ円滑に走行するために必要な一定の幅員を有する帯状の車

線部分をいう。ただし、「幹線交通を担う道路に近接する空間」については、上表にかかわらず特例

として次表のとおりとする。

幹線交通を担う道路に近接する空間における環境基準 （単位： ）

昼間（６時～ 時） 夜間（ 時～６時）

以下 以下

個別の住居等において、騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が

営まれていると認められているときは、屋内へ透過する基準（昼間にあっては

以下、夜間にあっては 以下）によることができる。

※ 「幹線交通を担う道路」とは、高速自動車国道、一般国道、都道府県道及び市町村道（市町村道

にあっては４車線以上の区間に限る）等を表す。

※ 「幹線交通を担う道路に近接する空間」とは、以下のように車線数の区分に応じて、道路端から

の距離によりその範囲を特定する。

２車線以下の車線を有する道路 ｍ

２車線を超える車線を有する道路 ｍ

（「評価範囲図」（ ページ）を参照のこと。）

⑶ 発生源別の状況と対策

ア 工場・作業場等

区内はその大半が住居系の地域となっており、大規模な工場は少なく、中小の工

場や作業場が住居系の地域に多く混在しています。これら工場の周囲に隣接して住

宅などがある場合には、騒音・振動の問題が発生することがあります。

区では、騒音規制法などに定められている特定施設の届出、東京都環境確保条例

に基づく工場認可や指定作業場の届出などの受付事務を通じて、騒音・振動公害の

未然防止を図っています。

イ 建設工事や土木工事

区内では、マンションやビルの建設が数多く行われています。これらの工事では、

大型建設機械の使用や工事現場と隣家との距離が近いことなどにより、騒音・振動

について近隣とトラブルが起きることがあります。

建設工事や土木工事のうち、特定の建設機械（くい打機やさく岩機など）を使用

する作業は、騒音規制法・振動規制法・東京都環境確保条例により、規制対象となって

います。このため、区では事前届出などの際に、工事内容の確認と現場の防音・防

振対策を行うよう指導をしています。

ウ 自動車

自動車走行による騒音・振動は、一般的に交通量が多いときや高速走行になるほ

どレベルが大きくなります。また、大型車になるほど騒音・振動のレベルが大きく

なります。このため、区内の幹線交通を担う道路の沿道住民は、走行音や振動の影

響を受けることがあります。

区では、自動車交通による影響を把握するため、道路騒音を大泉町三丁目、大泉

町四丁目、小竹町二丁目の測定室で常時測定しています。また、騒音規制法により
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⑷ 夜間騒音実態調査

近年、生活形態の多様化に伴い深夜営業を行う店舗が増加しています。これに伴い、

深夜営業の飲食店からのカラオケ、排気ダクトなどに対する騒音苦情も増加していま

す。区では、現状を把握し、問題の早期解決を図るため、夜間騒音実態調査を実施し

ています。

平成 年度は４回の夜間調査を実施しました。発生源別の件数は下表のとおりです。

夜間騒音実態調査結果

発生源 カラオケ
排気ダクト

室外機
作業音 その他 合計

延べ件数 ６ ４ ０ ８

⑸ 特定建設作業

騒音規制法および振動規制法では、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒

音または振動を発生する作業として、くい打ち機、さく岩機、空気圧縮機などを使用

する作業を特定建設作業と定め、作業開始の７日前までに区へ届け出るよう義務付け

ています。平成 年度の届出実績は下表のとおりです。

特定建設作業実施届出実績（作業別合計）

騒音規制法対象作業 届出数 振動規制法対象作業 届出数

くい打ち・くい抜き機等使用作業 くい打ち機使用作業

びょう打ち機使用作業 さく岩機使用作業

さく岩機使用作業 鋼球使用作業

掘削作業 バックホー等） 舗装版破砕機使用作業

空気圧縮機使用作業 合計

コンクリートプラント使用作業

合計

※ 複数種別の作業がある場合は、作業ごとに計上した延べ数。

特定建設作業実施届出実績（工事別合計）

工事
騒音規制法

対象工事数

振動規制法

対象工事数

民間建物

公共建物

道路・河川

上下水道

電気・ガス

鉄道工事

合計
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